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　市では、ＪＲ花巻駅の橋上化および東西自由

通路の整備について、市民の皆さんとともに駅

舎や自由通路の外観・内観に関する「花巻らし

い」デザインコンセプトを検討するためのワー

クショップを開催しています。

　２月19日（日）に行われた第２回ワークショッ

プの概要をお知らせします。

【問い合わせ】 新館都市機能整備室（☎41-3571）
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　本事業の整備概要（案）などについて

は、市ホームページ（https://www.city.

hanamaki.iwate.jp/kurashi/sumai_

seikatsu/douro_kotsu/1016934.html）に掲

載しています。また、広報は

なまき令和４年９月１日号で

もお知らせしています

第２回

第 回２
【参加者】 22人　【期日】 ２月19日（日）　【会場】 なはんプラザ

花巻駅および駅周辺に創り出したい

景観テーマ・ストーリー・世界観

　第１回目のワークショップで出た意見を分析した結果、第１回目のワークショップで出た意見を分析した結果、

▶▶宮沢賢治宮沢賢治▶▶文化伝統芸能文化伝統芸能▶▶レトロな街並みレトロな街並み▶▶スタイリッスタイリッ

シュシュ▶▶具体的なしつらえ（表現方法）ーの五つをテーマにし具体的なしつらえ（表現方法）ーの五つをテーマにし

て、花巻駅および駅周辺に創り出したい景観テーマ・ストーて、花巻駅および駅周辺に創り出したい景観テーマ・ストー

リー・世界観についてグループごとに話し合いました。リー・世界観についてグループごとに話し合いました。

いろんな人の意見を聞いて、参考になりま
した。他の都市の駅、街づくりなどを深く
考えるきっかけになっています

第３回ワークショップの開催日程第３回ワークショップの開催日程

日時　３月19日(日)、午前10時　
会場　なはんプラザ

参加者の声

① 最初に、第１回目の内容

を振り返り、今回のワー

クショップの進め方を説

明しました

② 四つのグループに分か

れ、四つの景観テーマ

と、それに伴った「しつ

らえ」について自由に話

し合いました

③ 話し合った内容につい

て、各グループから発表

し全体で意見を共有しま

した

※�ワークショップの様子について詳し

くは市ホームページにも掲載してい

ます
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前回に続き、みんなの意見を聞けて考えが深まった
し、自分も意見を出せて楽しかったです！

前回に各班で話し合った内容を今までの
経験を踏まえながら深堀りできたと思い
ます

宮沢賢治を中心に各年代のいろいろな意
見があり、楽しいワークショップでした
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マイナポイント第２弾の申込期限が
５月末まで延長されました

　マイナポイント第２弾の対象は、マイナンバー

カードをすでに取得している人または２月末まで

に申請した人で、マイナポイントの申し込みをま

だしていない人です。

　２月末までにマイナンバーカードの申請をした

人は、カードの交付を受けてからマイナポイント

の申し込みをすることができます。

【問い合わせ】 本館秘書政策課（緯41-3503）
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最大5,000円
分のポイント

7,500円分
のポイント

7,500円分
のポイント

選択した決済
サービスの利
用・チャージ
金額に応じて

公金受取口座
の登録完了

最大２万円分のポイント！最大２万円分のポイント！

健康保険証と
しての利用申
し込み

■ 付与されるポイント マイナポイント出張申請サポート

■ 期間　３月31日（金）まで［４月以降については

改めて広報はなまきなどでお知らせします］

■時間　午前10時～午後６時（整理券を配布）

■ 場所　銀河モール花巻

■持ち物

◦�マイナンバーカード、マイナンバーカード

取得時に設定した数字４桁の暗証番号

◦�ポイント付与を希望するキャッシュレス決

済サービス

◦�公金受取口座の登録をする場合は、申請者

本人の口座の通帳またはキャッシュカード

■マイナポイントの申し込み方法

　 ▼スマートフォン ▼パソコン ▼マイナポイント

手続きスポットーのいずれかで申し込むことがで

きます。

�※�詳しくは市ホームページ（https://

www.city.hanamaki.iwate.jp/

kurashi/todokede/mynumber/1012591.

html）をご覧ください

事業者向けの地代・家賃補助
（１～３月分）の申請受付を開始します最大30万

円

を支援

　市では、新型コロナウイルス感染症の影

響により経営に影響が生じている中小企業

者を支援するため、１～３月を対象とした

地代・家賃補助を実施します。

■ 対象　市内に本社または本店を有する中

小法人もしくは市内に主な事業所を有す

る個人事業主で、市が定める対象業種に

該当する事業者

■ 要件　令和５年１～３月の間のいずれか

ひと月の事業全体の売り上げが、平成31

～令和４年のいずれかの年の同月と比較

して30㌫以上減少した事業者

■ 補助対象期間　令和５年１～３月の３カ

月間

■補助率　月額賃料の２分の１以内

■ 補助対象経費　事業に要する地代・家賃

（共益費、管理費含む）

■ 上限額　月額10万円（３カ月で最大30万円）

＊�対象業種の詳細や提出書

類などは、市ホームペー

ジに掲載しています
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■ 提出書類受付期間　３月20日（月）～４月

25日（火）

■提出方法

◦�郵送の場合…本館商工労政課（〒025-

8601�花城町9-30）

◦持参の場合（完全予約制）

　▷受付時間…午前９時～午後４時

　▷�受付場所…本館商工労政課または各総

合支所地域振興課

　▷�予約方法…本館商工労政課（☎41-

3539）または各総合支所地域振興課（大

迫☎41-3122、石鳥谷☎41-3442、東和

☎41-6512）に電話で予約

■ 問い合わせ　本館商工労政課（☎41-

3539）


